
令和４年４月１日から市街化調整区域のうち災害リスクの高いエリアでは、条例第２条第７号の
住宅等の開発行為・建築行為を禁止しています。

⇒ 改正都市計画法施行令第２９条の９各号に掲げる区域のこと

確認方法都市計画法施行令第２９条の９

鹿児島県ホームページ

「砂防三法情報マップ」

災害危険区域（3号と同じ）1号

地すべり防止区域2号

急傾斜地崩壊危険区域3号

鹿児島県ホームページ

「土砂災害警戒区域等マップ」
市ホームページ

「かごしまｉマップ」、「防災ガイドマップ」

土砂災害警戒区域
(土砂災害特別警戒区域を含む)

4号

鹿児島県ホームページ

「鹿児島県水害リスクマップ」
市ホームページ

「かごしまｉマップ」、「防災ガイドマップ」

浸水想定区域【水防法】のう
ち、生命又は身体に著しい危
害が生ずるおそれがあると認
められる区域
(想定最大規模降雨に基づく
浸水想定深３ｍ以上の区域)

６号

詳しい内容については、
ホームページをご覧ください。
市ホームページ内「浸水イエローゾーン」で検索

◎お問い合わせ先

鹿児島市 建設局 都市計画部
土地利用調整課

TEL：099-216-1383（直通）
FAX：099-216-1385

※ ５号及び７号の区域は、現在指定しておりません。

（令和６年1月改訂）

追加

0.5ｍ

3.0ｍ

5.0ｍ

災害リスクの
高いエリアでも

開発行為・
建築行為が可能

災害リスクの
高いエリアでの

開発行為・
建築行為が禁止


